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計画の位置付けと基本方針

東近江市 

ＤＸ 

推進計画 

（デジタル・トランスフォーメーション） 



東近江市ＤＸ推進計画

実施するＤＸ事業の内容について

申請、支払、還付、通知等の各
種行政手続をオンラインで行う
ことができる環境を次の視点で
整備します。

✅ 事業区分の概要

基本方針の実現に向けた取組体系として、次の５つの事業区分を掲げ、
それらの項目ごとの目的に向けた検討を実施し、その確実な実現によ
り、本市におけるＤＸを推進します。

・行政手続のオンライン化及び支払手続のキャッシュレス決済対応
・行政手続におけるLINEやショートメッセージ（ＳＭＳ）による
連絡環境の提供

・各種郵送・配布物のオンライン対応

マイナンバーカードの交付を推
進するとともに、対面及びオン
ラインによる手続時の本人確認
書類としての利用促進及び既存
カードとの一体化を次の視点で
推進します。

・マイナンバーカードと既存カード（印鑑登録証、図書館カード等）
の統合

・マイナンバーカードの新たな利活用の検討

② マイナンバーカードの利活用

① 行政手続のオンライン化

③ ＧＩＳ及び地理空間情報の活用

④ 市民目線のデジタル技術を活用

⑤ デジタルによる業務手法の改革

位置情報を含む地理空間情報に
ついて、データとして統合し、
情報の公開や二次利用を次の視
点で推進します。

・ＧＩＳの統合による地理空間情報の一元管理とデータの公開
・データの二次利用及び防災・まちづくりシミュレーション等への活用
検討

活活用

生活に直結する分野について、
デジタル技術を活用し、新たな
価値の創出による先進的なまち
づくりを次の視点で推進します。

・ホームページの更新とスマートフォンアプリの活用を推進
・生活に密接に関連した分野でのデジタル技術の活用
・デジタルデバイド（情報格差）対策の実施

データによる内部事務処理の推
進に向けたデジタルツールの整
備及び職員が活用するための教
育メニューの提供を次の視点で
実施します。

・電子決裁、デジタル資料及びペーパレス化によるリモート環境整備
・デジタル化により蓄積された情報資産を分析し活用するツールの整備
・職員向けデジタル教育メニューの運用とコミュニケーションツールの活用
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